
 

メンター三田会会則(案） 

 

(前文）結成趣意書 

 

 慶應義塾は、つねに時代の発展の最先端を担う人材の輩出を志している。 

そして、今日まで、幾多の有能な人材を産業界へ送り出してきた歴史があり、それは、我

々の誇りである。 

 近年、情報技術、ナノテクノロジー、遺伝子工学など、科学技術の進歩は著しく、２１

世紀の社会や産業は、これらの技術を取り入れて、目覚しい変革を遂げ始めている。この

世界の潮流の中にあって、新たに起業を志す者、既存の企業にあって新事業を志す者の育

成は、日本の将来にとって重要であり、広く世界にとって価値ある貢献となる。 

 これらの人材の育成にあたって、慶應義塾で先に学んだ者がその事業の実務経験から学

んだ事柄や人脈に関する情報を後に学ぶ者に伝え、或は互いに切磋琢磨して学びあうこと

により、学問の基礎の上に加えることができれば、まさに「慶應義塾の目的」にふさわし

い内容となろう。そのように、指導・教育し引き立てる者を、古代ギリシャの伝説に倣

い、メンターと呼ぶ。 

 慶應義塾のメンターは、塾生、塾員、教職員による新事業の創造を支援する活動を行な

う。その活動には、単にビジネスの方法や技術に関する知見のみならず、世界に通じる人

格の陶冶へのアドバイスなどを含む。当会は、メンターが効果的で円滑な支援活動を行え

るよう、関係機関との協力、メンターに共通の課題の研究、情報交換、関係者相互の友好

や親睦を図り、また、国内外の他大学、同様の団体との交流を図る。 

 これらの活動を通じて、慶應義塾とわが国産業界の発展に寄与するため、ここに「メン

ター三田会」を結成する。 

                         ２００４年７月１６日 

 

（名称）第１条 

 本会は、「メンター三田会」と称する。 

 

（目的）第２条 

 本会の目的は上記結成趣意書に基づくものとする。 

 

（活動）第３条 

 本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。 

１．メンター活動。     

２．勉強会等（分科会を含む）の開催。 

３．起業エコシステム形成促進等に関する各種提言並びに支援。 

４．広報・ＰＲ活動、各種イベント、講演会等の開催。 

５．その他幹事会において適当と認めた活動。 

６．会員の上記活動に関する必要事項詳細は別途定める。 

 



（会員）第４条 

１．本会の会員は、次のいずれかに該当するもので、幹事会で審査を経て、承認を得るも 

のとする。 

（１）正会員 

ベンチャー並びに関連の分野等において相当の経験または専門の学識等を有し、本会 

則第２条の目的に貢献することのできる個人で、かつ正会員２名の推薦を受けた方。 

尚、正会員について入会を希望する者は、本会所定の[入会申込書]を提出の上、幹事 

会で審査を受けるものとする。 

（２）招聘会員 

本会への招聘について幹事会で事前に承認を受けた方。招聘会員の入会資格期間は承   

認日より原則１年間とする。 

（３）学術会員 

慶應義塾の専任の教員で本会の目的に賛同する方。 

慶應義塾以外の大学・大学院等に所属する専任教員でベンチャー並びに関連の分野で 

専門の学識を有し幹事会の承認を受けた方。 

（４）ネットワーク会員 

上記以外の会員で主にフェイスブック等の SNS 上での情報を受け取ることができる 

方 

（５）特別賛助会員  本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体、または個人 

２．本会に会員名簿を備え、所定事項を記載するものとする。 

 

（会費）第５条 

１．正会員は会費年額 12,000 円を納めなければならない。 

２．会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。 

 

（退会）第６条 

 会員は、次の場合には、退会したものとする。 

１．本人が退会を届け出たとき。 

２．会費の滞納（２年）により、幹事会が退会を相当と認めたとき。 

３．本会の品位を汚すなどの事由により、幹事会において退会をやむをえないと認めたと 

き。 

 

（役員）第７条 

 本会に、次の役員を置く。 

（１）幹事       ２０名以内 うち、会長１名、副会長 若干名。 

（２）顧問・諮問委員  人数については特に定めない。 

（３）監事       ２名以内。 

 

（幹事）第８条 

１．幹事のうち半数以上は、正会員の中から総会の承認により選出される。 

２．総会の承認により選出された幹事の任期は３年とするが、再任を妨げない。 

３．残る１０名以内の幹事は、会長、副会長が実績、専門分野などを考慮して会員の中から 



指名する。ただし、幹事会の承認を要する。任期は３年とするが、再任を妨げない。 

４．幹事の任期は原則、連続２期６年を限度とする。尚、任期連続 6 年を超えて幹事を再任 

する場合は、幹事会において構成メンバーの多様性が総合的に勘案されていることを十 

分議論した上で承認を受け、総会での議決を必要とするものとする。 

 

（会長、会長代行、副会長）第９条 

１．会長および副会長の任期は３年とする。ただし、連続２期６年を限度とする。 

２．新会長は、会長並びに副会長の間で協議の上、原則幹事の中から指名し、幹事会で承 

認を受け総会で報告する。 

３．新副会長は、会長並びに副会長の間で協議の上、幹事の中から指名し、幹事会で承認 

を受け総会で報告する。 

４．本会は必要と認められた場合に幹事会の承認を受けて、会長代行を置くことができ 

る。 

５．会長は、本会を代表し、会務を執行する。 

６．副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。 

７．会長に事故ある時は、会長が指名した会長代行または副会長がその職務を代行する。 

 

（監事）第 1０条 

１．監事は２名以内とし、幹事会で承認を受ける。 

２．監事の任期は３年とする。ただし、連続２期６年を限度とする。 

３．監事は、会計および会務執行の状況を監査する。 

 

（顧問・諮問委員）第 1１条 

１．顧問・諮問委員の定員、任期については特に定めないが、幹事会が必要に応じて推薦 

し、決定する。 

２．顧問・諮問委員は、重要事項について幹事会の諮問が来たら応じる。会費は免除とす 

る。 

 

（幹事会）第 1２条 

１．幹事会は、会長、副会長、幹事から構成される。 

２．幹事会は、必要に応じて監事に出席を求めることができる。 

３．会長または副会長は年 4 回、定例幹事会を招集しなければならない。 

４．幹事の５分の１以上の者または会長、副会長は必要があると認めた時は臨時の幹事会 

を開催できるものとする。 

５．幹事会は、インターネット等を活用して開催することが出来る。 

６．幹事会は 3 分の２の出席を得て成立し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。 

７．幹事会の議決は、電磁的方法で行うことが出来る。 

８．幹事会は、会の運営に関する次の重要事項を審議する。 

（１）総会に上程する決議事案等の事前審議 

（２）本会全体としての政策提言の発信や各種支援活動、対外広報等 

（３）特別賛助会員の受け入れ、国内外重要機関との連携等 

（４）会長、会長代行、副会長、幹事、監事の承認 



（５）本会の名誉を傷つける会員の行為、活動、発信等に対する対処 

（６）本会則で別途定めることとしている各種細則 

（７）その他、会長、副会長、監事いずれかが必要と認めた事項 

 

（総会）第 1３条 

１．会長は、毎年１回春季に、会員の定時総会を招集しなければならない。 

２．会長並びに副会長は、必要があると認めたときは臨時総会を招集することができる。 

３．会員の５分の１以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨 

時総会を招集しなければならない。 

４．総会は出席者（委任状または電子メールでの委任を含む）の過半数の賛成をもって決 

定する。 

５．総会は、インターネット等を活用して開催することが出来る。 

６．総会の議事は、会長が進行し、出席会員の過半数をもって決定する。 

７．総会は、次の事項を議決する。 

（１）規約の変更 

（２）決算、事業報告および予算、事業計画などの承認 

（３）会費の変更 

（４）会の解散（５）幹事の選出 

（６）その他、会長が特に必要と認めた事項 

８．総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 会員の現在数及び出席者数（委任状を提出した会員を含む） 

（３） 開催目的、審議事項及び議決事項 

（４） 議事の経過の概要及びその結果 

（５） 議事録には、議長及び出席した会員のうちから選任された議事録署名人 2 人以上

が署名（電磁的署名可）しなければならない 

９．総会の議決は、電磁的方法で行うことが出来る。 

 

（事務局）第１４条 

 １．本会の運営を円滑に進めるために事務局を設ける。 

２．事務局には幹事会の承認を経て事務局長を 1 名置く。 

３．事務局長または幹事会の指名により事務局次長を若干名置くことができる。 

４．事務局長並びに事務局次長以外の事務員は原則 10 名以内とし正会員の中から事務 

局長が指名する。 

５．事務局は当面の間は東京都港区三田 3 丁目 1 番 23 号メザキビル３F 内に置く。 

６．事務局に関するその他必要な事項は別途定める。 

 

（委員会）第 1５条 

 業務の円滑な推進を図るため、幹事会の承認を経て、本会に委員会を設置することがで

きる。委員会の種類、運営については、別途定める。 

 



（支援プロジェクト等）第１６条 

 １．正会員は、別途定める規定に基づき支援プロジェクト等を企画し、応募することが 

できる。 

 ２．幹事会または担当委員会は、応募された支援プロジェクト等の企画案を審査し、幹 

事会の承認を経て採択プロジェクトを決定する。本会は、採択プロジェクト等に対 

して適切な予算措置を行うことができる。 

  

（資産）第１７条 

 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、幹事会の議決を経

て、総会が承認した予算にもとづいて行う。 

 

(会計年度）第１８条 

 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

（規約の変更）第１９条 

 本会則の変更には、総会の議決を要する。 

 

（会則の適用）第２０条 

 本会の会員は入会後直ちに本会との間で本会則に基づく規則が適用されるものとする。 

 

（解散）第２１条 

 本会の解散は、幹事または会員の５分の１以上の提案にもとづき、総会において出席会

員の３分の２以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。 

 

（免責事項）第２２条 

 本会における会員の活動範囲は本会則第 2 条に基づく非営利の活動に限定される。本会

を通した活動に起因または関連して会員が他の会員または第三者に及ぼした損害並びに会

員間や会員と第三者間の紛争について本会は一切責任を負わないものとする。また本会の

ホームページ等のサービスサイトに掲載されている情報等を会員または第三者が利用する

ことで発生した紛争や損害に対しても、本会は一切責任を負わないものとする。 

  

（付則）第２３条 

 本会則は、２０２１年８月１日から施行する。 


